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(57)【要約】
【課題】本発明は、監視負担を軽減した空気調和機の室
内機を提供することを目的とする。
【解決手段】被空調室内を撮像する撮像手段と、撮像手
段により撮像された画像から検出される在室者の状態が
変化したときに外部の情報端末へ通知する外部通知モー
ドと、撮像手段により撮像された画像から検出される在
室者の状態が変化したときに外部の情報端末へ通知しな
い非通知モードと、外部通知モード及び非通知モードを
選択することができる通知モード設定部を有する制御手
段とを備える空気調和機の室内機。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被空調室内を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段で撮像された画像から検出される在室者の状態が変化したときに外部の情
報端末へ通知する外部通知モードと、前記外部通知モードを選択することができる通知モ
ード設定部を有する制御手段とを備える空気調和機の室内機。
【請求項２】
　前記撮像手段で撮像された画像から在室者を検出する在室者検出部を有する制御手段を
備え、
　前記通知モード設定部で前記外部通知モードが選択されている場合であって、前記在室
者検出部で検出される在室者の数が変化したときに、外部の情報端末へ通知する請求項１
に記載の空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記通知モード設定部で前記外部通知モードが選択された時から安定時間経過前に前記
在室者検出部で検出される在室者の数が変化した場合は外部の情報端末に通知せず、前記
安定時間経過後に前記在室者検出部で検出される在室者の数が変化した場合は外部の情報
端末に通知することを特徴とする請求項２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記撮像手段で撮像された画像から在室者を検出する在室者検出部を有する制御手段を
備え、
　前記在室者検出部は、前記空気調和機の運転中は第１の設定時間において設定割合以上
在室者を検知したときに在室者の在室を確定し、
　前記在室者検出部は、前記通知モード設定部で前記外部通知モードが選択されている場
合であって、前記空気調和機の運転停止中は前記第１の設定時間より短い第２の設定時間
において設定割合以上在室者を検知したときに在室者の在室を確定することを特徴とする
請求項１に記載の空気調和機。
【請求項５】
　前記制御手段は、在室者の位置、又は、在室者の顔の位置の変化に基づいて在室者の活
動量を算出する活動量算出部を有し、
　前記通知モード設定部で前記外部通知モードが選択されている場合であって、前記活動
量算出部で算出された在室者の活動量が設定値以上である状態から前記活動量算出部で算
出された在室者の活動量が設定値以下である状態に変化したときに、外部の情報端末へ通
知する請求項１に記載の空気調和機の室内機。
【請求項６】
　被空調室内を撮像する撮像手段と、
　制御手段とを備え、
　前記制御手段は、在室者の位置、又は、在室者の顔の位置の変化に基づいて在室者の活
動量を算出する活動量算出部と、
　前記撮像手段で撮像された画像から在室者が検出された場合であって、前記活動量算出
部で算出された在室者の活動量が設定値以下であるときに、外部の情報端末へ通知する外
部通知モードを有する空気調和機の室内機。
【請求項７】
　前記請求項１乃至６のいずれかに記載の空気調和機の室内機と、
　圧縮機と室外熱交換器と室外送風ファンと膨張機構を有する室外機とを備える空気調和
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１には、撮像画像を生成する撮像手段と、ネットワークに接続された通信手段
を備え、前記通信手段は、前記ネットワークを介して監視機器に接続される空気調和機が
記載されている。特許文献１に記載の空気調和機によれば、ネットワークに接続された通
信手段を備えることにより、ネットワーク経由で室内の監視を行うことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－７８２８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の空気調和機では、ネットワーク経由で室内の監視を
行う場合、常に監視し続けなければならず、例えば外部のセキュリティ会社等の負担が大
きい。
【０００５】
　そこで、本発明は、監視負担を軽減した空気調和機の室内機を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の空気調和機の室内機は、被空調室内を撮像する撮像手段と、撮像手段により撮
像された画像から検出される在室者の状態が変化したときに外部の情報端末へ通知する外
部通知モードと、撮像手段により撮像された画像から検出される在室者の状態が変化した
ときに外部の情報端末へ通知しない非通知モードと、外部通知モード及び非通知モードを
選択することができる通知モード設定部を有する制御手段とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、監視負担を軽減した空気調和機の室内機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１に係る空気調和機の室内機、室外機、及びリモコンの正面図である。
【図２】実施例１に係る空気調和機の室内機の側断面図である。
【図３】実施例１に係る空気調和機の制御手段を含む構成を示すブロック図である。
【図４】実施例１に係る空気調和機を無線ＬＡＮによるローカルネットワークへ接続し、
ルータを介してインターネットへ接続して、サーバ及び外部の情報端末と情報通信を可能
とした際の構成の例を示す図である。
【図５】実施例１に係る在室者検出部１３９での検出結果の一例を示す図である。
【図６】実施例１に係る在室者検出部１３９の検出結果を応用した制御の一例のフローチ
ャートである。
【図７】実施例２に係る在室者検出部１３９の検出結果を応用した制御の一例のフローチ
ャートである。
【図８】実施例３に係る在室者検出部１３９の検出結果を応用した制御の一例のフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施例について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図におい
て共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、実施例１に係る空気調和機の室内機１００、室外機２００、及びリモコンの正
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面図である。図１に示すように、空気調和機Ａは、室内機１００と、室外機２００と、リ
モコンＲｅを備えている。室内機１００と室外機２００とは冷媒配管（図示せず）で接続
され、周知の冷媒サイクルによって、室内機１００が設置されている室内を空調する。ま
た、室内機１００と室外機２００とは、通信ケーブル（図示せず）を介して互いに情報を
送受信するようになっている。室外機２００は、圧縮機と室外熱交換器と室外送風ファン
と膨張機構を有する。
【００１１】
　リモコンＲｅはユーザによって操作され、室内機１００のリモコン送受信部Ｑに対して
赤外線信号を送信する。当該信号の内容は、運転要求、設定温度の変更、タイマ、運転モ
ードの変更、停止要求などの指令である。空気調和機Ａは、これらの信号に基づいて、冷
房モード、暖房モード、除湿モードなどの空調運転を行う。また、室内機１００のリモコ
ン送受信部Ｑから、室温情報、湿度情報、電気代情報などのデータをリモコンＲｅへ送信
する。また、室内機１００の前面パネル１０６の左右方向中央の下部には、撮像手段１１
０が設置されている。
【００１２】
　図２は、実施例１に係る空気調和機の室内機の側断面図である。筐体ベース１０１は、
熱交換器１０２、送風ファン１０３、フィルタ１０８などの内部構造体を収容している。
【００１３】
　熱交換器１０２は複数本の伝熱管１０２ａを有し、送風ファン１０３により室内機１０
０内に取り込まれた空気を、伝熱管１０２ａを通流する冷媒と熱交換させ、前記空気を加
熱又は冷却するように構成されている。なお、伝熱管１０２ａは、前記した冷媒配管（図
示せず）に連通し、周知の冷媒サイクル（図示せず）の一部を構成している。
【００１４】
　左右風向板１０４は、室内機１００のマイコン（図示せず）からの指示に従い、下部に
設けた回動軸（図示せず）を支点にして左右風向板用モータ（図示せず）により回動され
る。
【００１５】
　上下風向板１０５は、室内機１００マイコンからの指示に従い、両端部に設けた回動軸
（図示せず）を支点にして上下風向板用モータ（図示せず）により回動される。
【００１６】
　前面パネル１０６は、室内機１００の前面を覆うように設置されており、下端を軸とし
て前面パネル用モータ（図示せず）により回動可能な構成となっている。ちなみに、前面
パネル１０６を、下端に固定されるものとして構成してもよい。
【００１７】
　図２に示す送風ファン１０３が回転する事によって、空気吸込み口１０７及びフィルタ
１０８を介して室内空気を取り込み、熱交換器１０２で熱交換された空気が吹出し風路１
０９ａに導かれる。さらに、吹出し風路１０９ａに導かれた空気は、左右風向板１０４及
び上下風向板１０５によって風向きを調整され、空気吹出し口１０９ｂから外部に送り出
されて室内を空調する。
【００１８】
　なお、図１、図２に示す空気調和機１００の構成は、あくまで本実施例に係る一例であ
り、あらゆる空気調和機の形態についても適用可能出る事は、言うまでもない。
【００１９】
　図３は、実施例１に係る空気調和機の制御手段１３０を含む構成を示すブロック図であ
る。撮像手段１１０は、例えば、ＣＭＯＳイメージセンサやＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏ
ｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）カメラ等、撮像が可能なカメラによって構成されており、前
述の通り、前面パネル１０６の左右方向中央の下部に設置されている（図１参照）。また
、撮像手段１１０は、撮像手段１１０の取付位置から水平方向に対して所定角度だけ下方
を向くように設置され、室内機１００が設置されている室内を適切に撮像できるようにな
っている。一般に、壁掛け式や天井埋め込み式の空気調和機は、室内全体の空調を行える
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よう室内全体が見渡せる、室内の高所に取り付けられる事から、室内の環境を検出するに
は非常に有利である。
【００２０】
　また、撮像手段１１０は、空調室内を連続的に撮像し、Ａ／Ｄ変換器１２０にて画像デ
ータに変換し、制御手段１３０に出力する構成となっている。制御手段１３０は、画像デ
ータを在室者検出部１３２にて、各種画像処理を行う。ここでは一例として、人体検出部
１３１、顔検出部１３２、個人検出部１３３を備える場合の構成を示している。また、室
内の間取りを検出する１３２を備える場合の構成を示している。なお、詳細な処理の内容
については後述する。
【００２１】
　また、このとき、環境検出手段１１１として撮像手段１１０および在室者検出部だけで
なく、例えばサーモパイルによる温度センサや、照度センサ、またはフレネルレンズ及び
赤外線センサを用いた活動量検出センサなど、各種センサを空気調和機本体に備える構成
としても良い。
【００２２】
　制御手段１３０は、撮像手段１１０から入力される画像情報、リモコンＲｅから入力さ
れる指令信号、及び各種センサから入力されるセンサ出力などに応じて、空気調和機Ａの
動作を統括制御する事により、よりきめの細かい運転制御が可能となる構成を実現できる
。
【００２３】
　記憶手段１４０は、例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）など含んで構成される。そして、ＲＯＭに
記憶されたプログラムが制御手段１３０の演算処理部１４１内のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）によって読み出されてＲＡＭに展開され、実行され
る。
【００２４】
　負荷１５０は、例えば、室内機１００が備える室内ファンモータ（図示せず）、室外機
２００が備える圧縮機モータ（図示せず）、上下風向板１０５に設置される上下風向板用
モータ（図示せず）、左右風向板１０４に設置される左右風向板用モータ（図示せず）を
含んでいる。これらの負荷１５０は、制御手段１３０の駆動制御部１３６から入力される
駆動信号に従って駆動する。
【００２５】
　また、在室者検出部１３９での在室者の位置情報などの検出データは、演算処理部１４
１に送信される構成となっている。演算処理部１４１は、設定された空調運転の運転設定
に加え、この検出データを用いて空調運転の補正を行う。なお、これら制御手段１３０で
の詳細な制御内容は後述する。なお、この在室者検出部１３９などにより画像処理によっ
て得られる検出データは、空調運転の補正を行うのに用いるために抽出された在室者の位
置や活動量等の情報のみであり、人が目視で映像として捉える事が可能な画像データは含
んでいない。そのため、ソフトウェアを変更した場合であっても画像データが制御手段１
３０の外へ取りだせない構成となっている。なお、詳細な制御の内容については、後述す
る。
【００２６】
　この制御手段１３０はネットワーク通信部１３７を備え、ネットワーク通信を用いてイ
ンターネット上のサーバやクラウドサービスへのアクセスおよび、これらを通して外部の
情報端末との情報通信が可能な構成となっている。また、図示の通り家庭用の無線ＬＡＮ
等のローカルネットワーク通信を使用し、外部の情報端末と直接通信を行う構成としても
良い。また、図に示す構成の通り、ネットワーク通信部１３７に無線通信手段１３８を備
える事により、ネットワークへの接続は無線通信による構成とすることも可能である。
【００２７】
　図４は、実施例１に係る空気調和機を無線ＬＡＮによるローカルネットワークへ接続し
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、ルータを介してインターネットへ接続して、サーバ及び外部の情報端末と情報通信を可
能とした際の構成の例を示す図である。図４に示す通り、外部の情報端末は、インターネ
ット上のサーバを介して空気調和機と情報通信、または無線ＬＡＮのルータを介して空気
調和機の制御手段１３０と情報通信を行える構成としている。
【００２８】
　制御手段１３０については、撮像手段１１０によって得られる画像データを基に、各種
の画像処理、例えば人の頭部、胸部、腕、足等の人の身体を検出する人体検出部１３１や
、人の顔の位置を検出する顔検出部１３２、顔から個人を特定する個人検出部１３３等、
空気調和機の仕様に合わせた種々の検出部を内包する在室者検出部を備える事により、各
種の画像処理を行う。
【００２９】
　制御手段１３０にはインターネット等のネットワークへ接続し、情報通信を行うための
ネットワーク通信部１３７を備える。ネットワーク通信部１３７は、主に一般家庭で使用
される方式の通信装置、例えば有線式のＬＡＮ接続、または無線ＬＡＮ接続によりインタ
ーネット用のモデムに接続され、インターネット接続できる構成となっている。
【００３０】
　ネットワーク通信部１３７は、所定のインターネット上のサーバもしくは所定のクラウ
ドサービスへ接続する。この前記のインターネット上のサーバもしくは所定のクラウドサ
ービスを経由し、一般的に使用される任意の、携帯電話、スマートフォン、タブレットＰ
Ｃ、ＰＣ、専用コントロール端末、集中コントロール端末等と、情報通信を行う。これに
より、各種の運転指令信号を含む各種の情報を通信できる構成である事から、外部の情報
端末から空気調和機への運転開始、運転停止を含む運転指令や、運転モードの変更など、
各種設定を行える構成としても良い。またこのとき、例えばスマートフォンに音声認識ソ
フトを内蔵し、この音声指令によって空気調和機へ運転指示を行うなど、通信に使用する
情報端末の仕様に応じた各種の操作が可能である。また、情報端末専用のアプリケーショ
ンソフトを支給し、運転制御の詳細な設定や節電に関する制御など、使用者が任意に空気
調和機の制御を設定できる構成としても良い。また、空調室内の間取りや家具の配置など
の室内情報などを、情報機器から入力してもらい、空気調和機でその情報を記憶し、これ
に応じて空気調和機の風向、風量制御などの運転制御や、在室者検出部での検出の補正を
行う構成としても良い。
【００３１】
　また同様に、空気調和機の在室者検出部によって検出した各種情報や、空気調和機の運
転情報、その他記憶手段によって保持している情報を、必要に応じて前記ネットワーク通
信部１３７を介して所定のインターネット上のサーバもしくは所定のクラウドサービスへ
送信する構成としても良い。このとき、前記の所定のインターネット上のサーバもしくは
所定のクラウドサービスを介して前記の外部の情報端末へ情報を送信する構成とする。ま
たは、前述の通り、ローカルネットワークを介して通信を行う方式としても良い。
【００３２】
　上記の様に、空気調和機と外部の情報端末による情報通信を行う機能は多々あるが、本
実施例にかかる空気調和機においては、在室者検出部の検出結果とを関連付けて記憶手段
に記憶し、所定のパラメータに応じて運転制御に反映する事で、更にきめ細かい空調制御
を可能としている。
【００３３】
　前述の様に外部の情報端末と空気調和機において行われる運転指令などの情報通信の内
容及び当該情報端末の情報と、在室者検出部の検出結果を関連付けて記憶手段に記憶する
。例えば、当該情報端末から運転指令があった際の在室者検出部の検出結果から、所定の
パラメータを用いて在室者検出部の検出結果に特徴が見いだせる場合、以前に当該情報端
末で室内での活動範囲、在室位置や以前の運転内容などの情報を読み出す事で、室内の優
先的に空調が必要な範囲などを予測する事も可能で、これにより、情報端末からの運転指
令の送信後、即座に在室者にあった快適な空調を提供できる。
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【００３４】
　具体例としては、外室先から帰宅前にスマートフォンによって予め空調運転を開始して
おく場合を示す。例として、スーパーからの買い物帰りにこの機能を使用する人の場合を
示すと、空気調和機は停止状態からネットワーク通信部１３７から運転情報を受信する事
になる。在室者検出部においてはスマートフォンから空気調和機への通信後、情報端末の
使用者が帰宅するまでしばらくの間在室者が検出されず、情報端末の使用者が帰宅して食
材を冷蔵庫に格納し、又、調理を行うため、冷蔵庫のある方向に居る事が検出される。こ
れらの運転情報、在室者検出部の検出結果を記憶しておく事で、空気調和機の停止状態か
ら当該情報端末から運転指令が送信された場合、空気調和機は記憶手段から当該情報端末
に関連付けられて保存されているこれらの情報を読み出し、以前に同様の条件にて在室が
頻繁に検出されたエリアを重点的に空調する制御を行う。これにより、操作者が同様に帰
宅した際、帰宅直後に使用している事が多い台所付近の空調の快適性を上げて置く事がで
きる。
【００３５】
　この例に示す以外にも、外部の情報端末の情報及び、運転情報、在室者検出部の検出結
果を任意のパラメータに従って記憶手段に記憶しておく事により、種々の快適制御を提供
する事が可能な構成である。別の例は後述する。
【００３６】
　一方、上記の様に多くの情報を空気調和機内のマイクロコンピュータによって処理しき
れない場合、検出結果をインターネット上のサーバにアップロードし、サーバ上で所定の
パラメータによって処理を行い、当該空気調和機へその結果のみを送信する方式としても
良い。この場合、本実施例に掛る空気調和機においては画像情報を画像情報として外部に
送信しない構成となっているため、このような構成とした場合であっても使用者のプライ
バシーを確保する事が可能である。
【００３７】
　また、本実施例に係る空気調和機に於いては、撮像手段１１０を備えてはいるものの、
取得された画像情報から検出した人の在室情報等の情報を空調運転制御に反映させるのが
目的であるため、撮像手段１１０で取得される画像情報自体を検出結果として運用しない
。そのため、ハードウェアの構成的に画像データをネットワークに接続される構成である
ものの、コンピュータウィルスの送信、ハッキングなどされた場合であっても、構造的に
画像データを取りだす術がないため、画像情報などが不正に取り出され悪用される恐れが
ない。前記の制御手段１３０では、在室者検出部での検出結果のみを前記のネットワーク
通信部１３７に送信する構成とし、構成上画像情報を画像として取り出せない構成として
も良い。このとき、外部の情報端末で画像情報を直接見る事が出来なくなるのみで、それ
以外の検出や制御については同様の効果を得る事が出来るのは言うまでもない。
【００３８】
　また、無線ＬＡＮのルータを介し、ローカルネットワークを通じてインターネットへ接
続される場合、同じローカルネットワークに前記任意の携帯電話、スマートフォン、タブ
レットＰＣ、ＰＣ、専用コントローラなどの端末を検出、接続可能な構成とする事で、更
に機能を拡充できる。
【００３９】
　図５は実施例１に係る在室者検出部１３９での検出結果の一例を示す図である。この例
では、室内のエッジを検出して空調室内の間取りを検出する制御を併用している場合の例
である。撮像手段１１０によって検出された画像情報から、在室者の位置および、空調室
内の部屋の形を検出し、在室情報として取りだす。在室者の位置の推定や、室内機１００
からの距離の検出は、撮像手段１１０の画角や取付位置に応じてパラメータを任意に設定
し、これに従って画像処理を行う事で、在室者の位置を座標データとして検出する。
【００４０】
　在室者検出部１３９による在室者の検出結果を開示する際は、在室者検出部１３９によ
って検出された在室者の検出結果を、図５の在室者検出結果（撮像方向）に示す様に撮像
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手段１１０での撮像結果に従う形、又、図５の在室者検出結果（室内上面図）に示す様に
室内上面方向から見た在室者の位置を示す形で可視化して開示することができる。
【００４１】
　なお、人体を検出する際、人の身体のシルエットを基に人体を検出する方法においては
、人の身体の形に類似したものを人の身体として誤検出してしまう場合も考えられる。こ
のとき、例えば顔検出や個人検出、または人の顔のパーツや肌等から性別や年齢を推測す
る制御等、その他の画像検出を併用する事により、誤検出を回避してより正確な検出が可
能となる。また、人の身体を連続的に検出する事により、人の動きを検出する事が可能で
ある。これにより、例えば個人検出を行う制御を追加している場合などにおいて、個人検
出によって検出された結果と画像情報上で近接して検出された身体を関連づけておく事に
より、在室者が空気調和機へ背中を向けて顔が見えなくなってしまった場合であっても、
連続して検出された在室者の身体の位置から、個人を推定する事が可能となる。
【００４２】
　また、身体検出及び顔検出の検出結果を組み合わせる事により、多くの情報を得る事が
可能な構成を実現できる。例えば、撮像手段１１０によって取得された画像情報の中にあ
る身体の大きさ及び顔の大きさから、空気調和機から検出された在室者までの距離を推測
する事も可能である。例えば、空気調和機の近くの在室者の顔または身体は大きく写り、
空気調和機からより離れている在室者の顔または身体は小さく写るといった具合である。
これを検出し、さらに身体の位置情報と関連づける事により、精度良く在室者の位置を検
出する事が可能となる。
【００４３】
　別の例としては、一般に体の大きさは子供から大人で大きく異なるのに対し、人の顔の
大きさについては身体の大きさの割合に対して大きさの差がない。そのため、検出された
在室者の身体の大きさと検出された顔の大きさから、誤って身体の小さい子供は撮像手段
１１０においても小さく写るため、室内の遠くにいると誤検出する事も回避可能なだけで
なく、空気調和機からの距離及び年齢を推測する事が可能である。
【００４４】
　制御手段１３０では、空調室内の在室者の位置だけでなく、その経時変化を捉えること
で活動量を検出する事が可能である。これを空調運転に反映することで、より空調室内の
快適性を高める事が可能である。これは、空調室内の在室者の活動量の検出結果から所定
のパラメータに応じて、室内の人の活動量に応じた体感温度を算出し、これを空調運転設
定に反映させることで実現される。
【００４５】
　また、室内のポスターに描かれている人体や、テレビに映る人、人の形に類似した家具
など、空調室内の条件によっては、人体と誤検出してしまう可能性のある物体が存在して
いる可能性もある。これについては、制御手段１３０において、検出された人体の経時変
化を抽出する制御を行う事で、リダクション可能である。これは、ポスターや家具などに
ついては、長時間動きがないため、所定の時間、期間、検出され続けた人体については、
実際の人体ではなく誤検出であるとして検出結果から除外することにより実現される。ま
た、テレビ等については、テレビ画面は数秒ごとに切り替わるため、例え人が写っている
タイミングで誤検出しても、画面が切り替わる度に検出結果が変わるため、これをリダク
ションすることが可能である。また、個人を検出可能な方式であった場合、ＴＶ画面上で
は検出される人が変わるため、誤検出のリダクションはより容易となる。
【００４６】
　また、制御手段１３０では、在室者の有無の確定は所定の時間内に、所定の回数以上人
体が検出された場合に、当該個所に在室者が居る事を確定する方式としてもよい。これに
より、空調室内を人が通り過ぎるだけの人と室内に在室している人を、容易に区別する事
が可能である。例えば、制御手段１３０にて空調室内の在室者を確定するのに、当該個所
での１０秒間の画像検出手段での検出結果が８０％以上であった場合、当該個所に在室者
が居ると確定する方式の場合、部屋の中を移動して通り過ぎるだけの人は在室者として検
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出されないため、空調運転に誤差が発生しない。
【００４７】
　また、個人検出部１３３を使用し、在室者の個人を特定して空調制御を行う仕様である
場合、予め個人を登録する方式としても良いし、検出した在室者を自動で登録しておく方
式としても良い。または、所定の期間内に検出回数が所定の回数を超えた場合、その個人
と空調運転の内容等を関連付けて保管しておく方式とする事で、その家の居住者およびそ
の空調運転の傾向を、自動で登録する事が可能である。
【００４８】
　この場合、在室者の顔検出を行い、検出された個人と予め登録された個人およびその空
調運転に関する情報を読み出し、空調運転の設定を補正する事により、より快適な空調運
転を提供可能である。
【００４９】
　これら各種画像処理の方法は、本実施例を適用する空気調和機の一例であり、空気調和
機の仕様に応じて、適当な検出方法を設定した場合であっても同様の効果を得る事ができ
ることは言うまでもない。
【００５０】
　また、これら人の身体を検出する方式の他に、撮像手段１１０によって得られる画像デ
ータからエッジを検出し、空調室内の形状や広さ等の間取りを検出する制御を、追加して
も良い。
【００５１】
　更に制御手段１３０は、前記の各種画像処理結果から、人の時間ごとの移動量を算出す
る移動量算出部１３４と、その算出結果を用いて所定のパラメータで活動量を算出する活
動量算出部１３５を備える事で、この各算出結果から人の活動量を生活シーンの判定、個
人の特定などを抽出し、空気調和機の運転制御に反映する。なお、画像処理の種類につい
ては一例であり、各空気調和機の仕様に合わせ、任意に各種画像検出を設定すれば良い。
また、この検出結果は、空気調和機の仕様に合わせて検出対象やそれによる運転モードへ
の反映度などのパラメータを設定すれば良い。
【００５２】
　なお、これら画像データから各種画像処理により人体を検出する方式は、適用する空気
調和機の仕様に合わせて変更してもよい。例えば、室内の中央に取り付けられる事の多い
天井埋め込み式の空気調和機の場合、撮像手段１１０は在室者を真上から捉えることとな
るため、顔の検出及び、肩および頭部の輪郭の検出が行えないため、人を真上方向から撮
像可能なソフトウェアを使用することで、効果を得る事が可能である。
【００５３】
　本実施例に掛る空気調和機には、撮像手段１１０と在室者検出部１３９を備える。在室
者検出部１３９における検出結果を運転設定に応じた所定のプログラムによって集計し、
その結果をネットワークを通じて、携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣ、ＰＣ等
の端末へ送信する事で、当該所定のプログラムの仕様ごとに多種多様な機能を提供する事
が可能である。
【００５４】
　例えば、外出先で前記在室者検出部の検出結果をスマートフォン等の情報端末で受信す
る事で、家族の帰宅や在室人数等を確認する事も可能である。
【００５５】
　また、在室者の体格、性別、年齢を推定する制御や、個人を検出する個人検出部１３３
などの制御を追加している場合、更にその精度は高まり、より正確な情報を提供できる。
【００５６】
　一方、空気調和機と外部の情報端末がネットワークを通じて通信可能である場合、任意
の外部情報端末を使用して通常のリモコンでは設定できない詳細な運転制御の追加を行う
事も可能な構成である。例えば、運転モードの詳細な設定や、間取り等の空調制御に関わ
る情報、運転のタイマ制御や、前記在室者検出部で個人検出を行う場合は、使用者ごとの
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情報登録などである。
【００５７】
　インターネットなどのネットワークを介して各種の情報通信を行える事から、空調室内
に不在時に室内の状況を確認する事ができる。例えば、外出先から留守番をしている子供
の様子を確認する事や、旅行先から室内の情報を確認し、空き巣等の不審者が室内に入っ
てきていない事を確認する事、体の弱いご老人などの生活状況を親族やホームヘルパーな
どが外部から確認を行う等、多種多様な応用が可能で、種々のニーズに応える事が可能で
ある。
【００５８】
　また、このように外部の情報端末へ送信する情報についても、空気調和機の運転状況、
制御手段１３０によって検出された室内での在室者の活動量、在室者の個人検出の検出結
果、撮像手段１１０で取得される室内照度等の情報など、前記の情報端末ごとに、任意に
受信可能な在室者検出部１３９の検出結果や制御手段１３０での空気調和機の運転制御の
情報を、使用者が予め設定しておける構成とする事で、ネットワークへ接続されている場
合であっても、必要以上に情報を流出してしまう事が無いよう配慮し、十分に使用者のプ
ライバシーを確保する事ができる。
【００５９】
　なお、通知の内容や通知を行う検出モードなどについては、空気調和機の仕様に合わせ
て設定、または空気調和機の使用者が任意に設定できる構成とする事で、不要な通知を防
ぎ、使用者に煩わしさを与える事はない。
【００６０】
　また、本実施例に係る空気調和機に於いては、併せて空調室内の気温や湿度等、空気調
和機本体で取得される他の情報を付加しても良い。また、熱中症予防等の観点から、所定
の気温や湿度を超えた際、予め設定しておいた端末へこの旨を通知する構成としてもよい
。この構成を利用して、高齢者の熱中症予防等をその家族等、外から確認する事が可能な
構成を実現する事ができる。更に、環境検出手段として、サーモパイル等を用いた温度セ
ンサを利用している場合、これを利用し、炎等の高温を検出した場合に報知する制御や、
空気の汚れ度合いを検出するガスセンサ等搭載する場合であれば、これにより所定の値以
上の空気の汚れを煙として検出する制御を行う事により、ボヤを検出するなど、搭載する
各種センサの出力を利用する事が可能である。
【００６１】
　空調運転実施の有無に関わらず、所定の運転モードが設定されたとき、撮像手段１１０
を含む在室者検出部１３９の結果を用いて、在室者が検出された場合に、予め設定された
携帯電話等の情報端末へ、空調制御用のアプリケーションソフトまたは電子メールにて通
知を行う事で、不在時の侵入者の検出が可能である。
【００６２】
　具体的には、本実施例に係る空気調和機の室内機１００は、被空調室内を撮像する撮像
手段１１０と、撮像手段１１０により撮像された画像から検出される在室者の状態が変化
したときに外部の情報端末へ通知する外部通知モードと、外部通知モードを選択すること
ができる通知モード設定部１６０を有する制御手段１３０とを備える。本実施例によれば
、空気調和機の室内機１００が設置された被空調室内を監視する際に、変化があったとき
に外部の情報端末へ通知される。そのため、常に被空調室内を監視し続ける必要がなく、
監視負担を軽減することができる。
【００６３】
　なお、撮像手段１１０により撮像された画像から検出される在室者の状態が変化したと
きに外部の情報端末へ通知しない非通知モードを備え、通知モード設定部１６０で非通知
モードを選択することができるようにしてもよい。
【００６４】
　ここで、撮像手段１１０により撮像された画像から検出される在室者の状態が変化した
ときとは、在室者数の増減、在室者の活動量の変化などが挙げられる。特に、本実施例で
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は、撮像手段１１０により撮像された画像から在室者を検出する在室者検出部１３９を有
する制御手段１３０を備え、通知モード設定部１６０で外部通知モードが選択されている
場合であって、在室者検出部１３９による検出される在室者の数が変化したときに、外部
の情報端末へ通知する。
【００６５】
　本実施例によれば、家族が不在時に侵入者が室内に侵入してきた場合、在室者の数が増
えるため、外部の情報端末へ通知することができる。また、例えば、大人が外出し、子供
だけが在室している時に侵入者が室内に侵入してきた場合も、在室者の数が増えるため、
外部の情報端末へ通知することができる。
【００６６】
　通常の運転モード（空気調和機の運転中）であれば、制御手段１３０で人の在室を確定
するのに、２０秒間（第１の設定時間）での在室者検出部１３９での当該個所での検出結
果が８０％以上であった場合に、当該個所への在室者の存在を確定する方式である場合、
侵入者が室内を移動している場合、室内に人が居る事を検出できない。不在時に侵入者の
有無の確認を行う場合は、室内での人の在室位置ではなく、在室者の有無を優先して検出
すればよいので、この制御手段１３０での在室者の確定時間を、例えば１秒（第２の設定
時間）とすることにより、人の室内への侵入をリニアに検出する事が可能となる。
【００６７】
　すなわち、本実施例に係る空気調和機の室内機１００は、在室者検出部１３９は、空気
調和機の運転中は第１の設定時間において設定割合以上在室者を検知したときに在室者の
在室を確定し、通知モード設定部１６０で外部通知モードが選択されているときは第１の
設定時間より短い第２の設定時間において設定割合以上在室者を検知したときに在室者の
在室を確定する。このように、同一の在室者検出部１３９の検出結果から、検出対象に合
わせて制御手段１３０での制御方法を変更する制御を行う事で、より高精度に検出を行う
事が可能となる。
【００６８】
　また、撮像手段１１０により、室内のエッジの検出を行い、空調室内の間取りや広さを
推測する機能が付加されている場合、部屋の出入り口を検出する事が可能であるため、こ
の侵入者の検出モードが設定された場合、この部屋の出入り口の方向にカメラを向けて置
く制御を行う事により、侵入者の検出精度を向上させる事が可能である。
【００６９】
　また、室内が暗く、撮像手段１１０により画像が検出できず、人を検出できない場合も
考えられる。このとき、在室者検出部１３９の一部として、フレネルレンズおよび赤外線
センサを用いた人の活動量検出センサが搭載されている場合、撮像手段１１０によって撮
像が行えなかった場合であっても、同様の効果を得る事が可能である。また、ホームオー
トメーションシステムを始めとする、各家電製品のネットワーク通信が可能である場合、
当該人の活動量算出部１３５によって、人の活動が検出された場合、室内の照明を点灯さ
せることで、撮像手段１１０で空調室内の在室者を確認する方式としてもよい。
【００７０】
　また、この侵入者の検出の通知は、単純に使用者へ侵入者が検出された事を通知するだ
けでなく、検出された侵入者が部屋のどの位置に居るのか等の情報を併せて通知しても良
い。
【００７１】
　一方、この不在時の侵入者の検出モードが設定されている場合に、他の同居人が帰宅し
た場合、侵入者同様に検出、通知されてしまう。この時、他の同居人の情報端末上から侵
入者の検出モードを解除しても良いし、撮像手段１１０で取得された画像から、個人を検
出する方式の場合、同居人を検出したことを外出中の使用者へ通知し、外出中の使用者か
ら侵入者の検出モードを解除する方式としても良く、本実施例を適用する空気調和機の仕
様にあわせて設定すればよい。
【００７２】
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　図６は、実施例１に係る在室者検出部１３９の検出結果を応用した制御の一例のフロー
チャートである。図６の例に於いては、この見守り機能が設定された際、在室者が部屋を
出て外出するまでの時間を５分以下として、安定時間を設け、５分経過後在室者検出部１
３９による検出動作を開始する。すなわち、本実施例に係る空気調和機の室内機１００は
、通知モード設定部１６０で外部通知モードが選択された時から安定時間経過後に在室者
検出部１３９の動作を開始する。言い換えると、通知モード設定部１６０で外部通知モー
ドが選択された時から安定時間経過前に在室者検出部１３９で検出される在室者の数が変
化した場合は外部の情報端末に通知せず、安定時間経過後に在室者検出部１３９で検出さ
れる在室者の数が変化した場合は外部の情報端末に通知する。なお、外部通知モードが選
択された時から安定時間経過時における在室者の数、在室者の活動量を基準としている。
【００７３】
　制御手段１３０にて、記憶手段１４０から外出時の見守り機能のプログラムを読み出し
て実行する。この例では、在室者検出部１３９の検出結果が、３秒間での身体の検出回数
が７０％以上である場合を、不在時の室内への侵入者の判定基準としている。これを判定
した場合、在室者検出部１３９の個人検出部１３３で検出された結果が、予め登録されて
いる居住者の情報と一致するか、記憶手段１４０から当該データを読み込み、比較を行う
。比較の結果、居住者でなかった場合は、制御手段１３０は、外部の情報端末へ、室内の
在室者が検出された位置、例えば「室内右方向」「手前位置」などの情報を、数値または
文章にて画像データを用いずに通知すると共に、「登録された居住者以外の人が在室して
いる可能性があります。」と通知を行い、室内に侵入者がいる可能性を通知し、プログラ
ムを終了する。また、検出された在室者が記憶手段１４０に登録されている居住者である
事が検出された場合、制御手段１３０は、外部の情報端末へ、室内の在室者が検出された
位置、例えば「室内右方向」「手前位置」などの情報を、数値または文章にて画像データ
を用いずに通知すると共に、「居住者が帰宅した可能性があります。見守り設定を解除し
ます」と通知を行い、見守り機能のプログラムを終了する。
【００７４】
　なお、画像認識ソフトに個人を検出する機能を備え、撮像手段１１０によって検出され
た画像から個人を特定可能な方式で有る場合、不在時に検出された人が予め登録されてい
る人かどうかを検出し、情報端末へ送信することにより、他の家族等の同居人と侵入者を
区別する事が可能であり、より精度の高い侵入者検出機能を提供できる。
【００７５】
　このとき、より空調室内への侵入者を検出するため、リモートコントローラまたは情報
端末上から、所定の侵入者検出モードを設定しておく。このとき、空気調和機の運転制御
手段１３０では、空調運転に用いていた在室者検出部１３９の検出結果を用いて、運転モ
ード設定中の在室者の検出を行うが、このとき、在室者の検出プログラムを変更しても良
い。
【００７６】
　なお、図６の例では侵入者の検出に身体検出部および顔検出部１３２、個人検出部１３
３を備える在室者検出部１３９のみで侵入者の検出を行い、個人検出部１３３での検出結
果を併せて通知する方式としているが、実際には空気調和機の仕様に合わせて制御内容を
設定すればよい。
【００７７】
　空気調和機から情報を外部の情報端末へ送信する場合、外部の情報端末から空気調和機
へ要求信号が送信され、空気調和機はこの信号を受信した際に制御手段１３０に保持して
いる各種情報をネットワーク経由で送信する方法と、撮像手段１１０を備える在室者検出
部１３９または制御手段１３０において、所定の条件を検出した場合に前記外部の情報端
末へ自動で情報を送信する方式があるが、これらは各検出対象に合わせて情報を送信する
よう設定すればよい。
【００７８】
　例えば、不在時の侵入者の有無の検出を行う場合、空気調和機の制御手段１３０におい
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て空調室内に侵入者が検出された場合などにおいては、即座に外部の情報端末へこの旨を
送信する方式とした方がよい。また、子供などの見守り機能については、室内での活動を
まとめたデータを一定時間置きに送信、また、新たな在室者が検出された場合は即座にそ
の旨を外部の情報端末へ送信する方式とすればよく、検出対象および仕様に合わせて情報
通信のタイミングを補正すれば良い。または、使用者が詳細に通知条件などを設定できる
ようにしても良い。
【００７９】
　また、一般家庭用ではなく、ビル用の空調等に用いられる天井埋め込み式の空気調和機
等に於いても同様である。特に、この場合はインターネットを経由せず、ローカルネット
ワークによって管理室等と接続し、管理室の集中コントローラからの要求信号に応じて、
要求された情報を管理室の集中コントローラへ送信する方式としても良い。
【００８０】
　また、空調室内の在室者側から、所定のリモコン操作などにより、所定の検出結果を予
め設定された外部の情報端末へ送信する方式としても良い。
【００８１】
　本実施例に掛る空気調和機においては、前記のとおり撮像手段１１０と在室者検出部を
備える。前記在室者検出部における検出結果及び、携帯電話、スマートフォン、タブレッ
トＰＣ、ＰＣや専用コントローラなどの外部の情報端末が独自の機能より取得した情報を
、前記の空気調和機と前記の外部の情報端末間で情報通信を行い、または無線ＬＡＮのル
ータ等のローカルネットワーク上への外部の情報端末の検出、またはローカルネットワー
クの接続が切れた事を検出した結果を、空気調和機の運転制御へ反映する事で、顧客の様
々なニーズに対応する事が可能である。または、無線ＬＡＮ等のローカルネットワーク上
への外部の情報端末の検出、またはローカルネットワークの接続が切れた事を検出しても
良い。
【００８２】
　例えば現在、携帯電話やスマートフォン、タブレットＰＣ等の情報端末では、ＧＰＳ機
能等により、前記の情報端末の位置を特定できるものが一般的になっている。そのため、
この情報を利用する事により、より利便性の高い空調制御を実現できる。
【００８３】
　一例としては、前記の空気調和機が設置された部屋に在室時に、情報端末のＧＰＳデー
タを使用して、空気調和機の位置情報をインターネットのサーバ上に保存する。これによ
り、その在室者が空気調和機を停止せずに前記の情報端末を持って外出した際、前記の情
報端末のＧＰＳデータを自動でインターネットのサーバまたはクラウドサービスへ送信し
、予め登録された空気調和機との距離を算出する。その距離が所定の距離を超えた場合、
空気調和機停止の有無を確認する通知をサーバまたはクラウドサービスから前記の情報端
末へ送信し、前記の情報端末での操作に応じてインターネット上のサーバまたはクラウド
サービスから空気調和機の運転継続、運転停止、運転モードの変更信号を送信する。これ
により、外出時の空気調和機の停止忘れなどを防止する制御が実現できる。
【００８４】
　または、在室者が空気調和機を停止せずに前記外部の情報端末を持って外出した際、Ｇ
ＰＳデータによって前記の情報端末と空気調和機の距離が所定の値を超えている場合、前
記の在室者検出部によって所定の時間在室者が検出されない場合、空調運転を弱める制御
、または空調運転を停止する制御を追加しても良い。また、在室者が所定時間検出されな
い場合、空調制御の変更の是非を前記情報端末へ確認の通知をする方式としても良い。も
しくは、ＧＰＳの距離データではなく、単にローカルネットワーク上から前記の外部の情
報端末が消えた事を検出した際、前記の外部の情報端末が空気調和機から所定の距離異常
離れたと判断し、上記のような通知、または空調運転の変更や停止を行っても同様の効果
を得る事ができる。
【００８５】
　また、複数台の前記外部の情報端末を登録し、空気調和機に接続できる構成とした場合
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、更に制御の精度を向上させる事が可能である。
【００８６】
　例えば一家全員分の携帯電話及びスマートフォンなどの情報端末を前記空気調和機にイ
ンターネットで接続する構成の場合、前記全ての携帯電話及びスマートフォンなどの情報
端末が、登録された前記空気調和機の位置から所定の距離以上離れた場合、空気調和機の
運転を停止するなど、複数の情報端末に接続する場合においては、より実情に適った制御
が実現できる。
【００８７】
　また、前記の情報端末と前記空気調和機までの距離が所定の距離以内になった事を検出
した場合、インターネット上のサーバまたはクラウドサービスから前記空気調和機へ運転
信号を送信し、所定の空調運転、または予め設定された空調運転を開始する構成とする事
で、帰宅を見据えて予め運転開始させる制御を実現できる。または、無線ＬＡＮのルータ
等の家庭用のローカルネットワーク上に外部の情報端末を検出した場合、所定の通知また
は運転を行う構成としても良い。
【００８８】
　なお、前記の空気調和機の位置情報の登録は、前記外部の情報端末によって入力を行う
方式としても良いし、サービスマンが空気調和機の設置作業時に前記サーバに登録する方
式としても良く、空気調和機の仕様に合わせて実施すれば良い。
【００８９】
　上記の様に、ネットワーク通信を利用して、種々の通知や設定が行える事から、各種の
利便性の高い空調制御を実現できる。なお、上記に示した制御は一例であり、空気調和機
の性能や用途、設計に合わせた制御を任意に設定した場合であっても、同様の効果が得ら
れる事は言うまでもない。
【００９０】
　また、前記の無線ＬＡＮのルータ等の接続によるローカルネットワークや、インターネ
ットなどのネットワークを介し、複数の前記外部の情報端末に接続し、情報通信を行う方
式とした場合、さらに機能を拡張し、利便性の高い空気調和機を提供することができる。
これは、携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣ、ＰＣや専用コントローラなどの外
部の情報端末が、前記の空気調和機が接続されている前記のローカルネットワークに接続
された事を検出、またはローカルネットワークから切断されたことを検出し、前記のロー
カルネットワークまたはインターネットを介して情報通信を行う事により実現される。
【００９１】
　例えば、室内機１００に接続可能な外部の情報端末Ａ、外部の情報端末Ｂ、外部の情報
端末Ｃがあった場合を仮定する。この３つの外部の情報端末は、前述のインターネット上
のサーバまたはクラウドサービスを介して室内機１００との情報通信を行う事ができる構
成である。例えば、情報端末Ａから空気調和機の運転開始のタイマ予約が設定された場合
、前記のインターネット上のサーバまたはクラウドサービスから、外部の情報端末Ｂと外
部の情報端末Ｃへ、外部の情報端末Ａから運転開始のタイマ予約が設定された事を通知す
る。例えば、外出先から空気調和機のタイマを設定する場合、通常は帰宅時間に合わせて
設定を行うため、外部の情報端末Ｂ、外部の情報端末Ｃの使用者は、外部の情報端末Ａの
使用者の帰宅時間を予測する事が容易になる。
【００９２】
　また、前述の通りローカルネットワークによって空気調和機と外部の情報端末が通信可
能な構成としている場合、さらにオートマチックに空調制御を行う構成を実現できる。
【００９３】
　例えば、各情報端末に専用のアプリケーションを使用し、各外部の情報端末の使用者ご
とに任意の空調制御を入力しておく。これにより、空気調和機が運転開始した際にローカ
ルネットワークに外部の情報端末Ｂのみが接続されている事が検出されたとする。このと
き、室内機１００は、この外部の情報端末Ｂに記憶された任意の空調制御に基づき、運転
を開始する。また、外部の情報端末Ｃのみがローカルネットワークに検出された場合、同
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様に外部の情報端末Ｃに記憶された任意の空調制御に基づき、空気調和機の運転を行う。
【００９４】
　また、この制御を行った場合で、前記のローカルネットワークに複数の情報端末が接続
されている場合、室内の空調制御をよりきめの細かい制御を行う事ができる。
【００９５】
　例えば、外部の情報端末Ａでは冷房時に室内機１００から送風される風を体に直接当て
る制御を行うよう登録されおり、外部の情報端末Ｂでは冷房時は室内機１００から送風さ
れる風が直接体に当たらないよう送風する制御を行うように登録されていたとする。空気
調和機を所定のモードで冷房運転を行った際、ローカルネットワークに外部の情報端末Ａ
と外部の情報端末Ｂが検出されたとする。
【００９６】
　このとき、制御手段１３０は、在室者検出部によって予め登録された外部の情報端末Ａ
の使用者と外部の情報端末Ｂの使用者が室内のどの位置にいるかを検出する。例えば、情
報端末Ａの使用者が空気調和機の正面におり、情報端末Ｂの使用者が空気調和機向かって
右側に居たとする。このとき、制御手段１３０は、室内機１００からの送風を、情報端末
Ｂの使用者へ直接あたるように送風運転を行う。
【００９７】
　また、送風をスイングする場合、空気調和機正面は外部の情報端末Ａの使用者に直接当
たらないよう、在室者の上方へ向けて送風し、風向が室内機１００向かって右側の外部の
情報端末Ｂの使用者の居る方向へ向ける場合は外部の情報端末Ｂの使用者に直接送風が当
たるように風向制御を行う制御を行う事により、在室者に合わせた空調制御を実現する事
ができる。なお、室内機１００からの送風の方向の変更は、上下風向板１０５、左右風向
板１０４によって行われるが、実際には風向を変更する手段であればどのような形態であ
っても、同様の効果を得る事ができるのは言うまでもない。
【００９８】
　また、情報端末を使用して個人ごとの空調制御を入力する方法や、個人検出部１３３で
の在室者の個人検出を行うにあたり、事前に外部の情報端末を使用して個人の顔の情報を
登録する方法を開示したが、更にこのローカルネットワークへ接続されている情報端末を
複数検出する事で、個人の運転制御の登録や個人の顔の情報の登録をオートマチックに行
う構成も実現できる。制御手段１３０では、ローカルネットワークに接続されている外部
の情報端末が１台だけであり、かつ室内の在室者が一人であった場合、そのとき在室者検
出部の人体検出部１３１、顔検出部１３２、個人検出部１３３によって検出される特徴な
どの情報及び、このときの空気調和機の運転設定を、このときローカルネットワークに接
続されている外部の情報端末に関連付けて、記憶手段１４０またはインターネット上のサ
ーバまたはクラウドサービス上に保管する。複数回にわたるこれらの情報から、所定のパ
ラメータを使用して空調運転の好みに関する情報や、個人検出を行う際に必要になる個人
の顔の特徴に関する情報を生成し、以降の空調運転に反映する事で、個人に合わせたきめ
の細かい空調を、情報入力という手間を省き、オートマチックに実現する事ができる。
【００９９】
　なお、上記に本実施例に掛る空気調和機の一例を示したが、各外部の情報端末に入力さ
れた各外部の情報端末の所有者ごとの空調設定や個人検出に関する情報などは、前記のロ
ーカルネットワークを通して空気調和機へ直接送信する構成としても良いし、インターネ
ットを介して空気調和機へ送信する構成、または、インターネット上のサーバやクラウド
サービスへ送信し、サーバ上で情報を集約し、空気調和機へ送信する構成としても良く、
空気調和機の仕様ごとに任意に設定すればよい。
【実施例２】
【０１００】
　本実施例に係る空気調和機は、撮像手段１１０および身体検出ソフトウェアを備える在
室者検出部１３９を活用し、在室者の異常を検出する事により、例えば高齢者の住宅や老
人ホームなどの見守り機能を実現可能である。このときも同様に、撮像手段１１０による
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画像情報ではなく、在室者の位置情報及び活動量等のデータを用いるため、居住者のプラ
イバシーを保護しつつも家族や管理者などが確認を行うことができる機能を実現できる。
【０１０１】
　例えば、本実施例に係る在室者検出部１３９では、人の頭部の輪郭および顔を検出する
方式を示しているが、例えば、人の頭部が所定値以上の速度で下方向に移動した場合、室
内での転倒を推定する事が可能であるし、所定の時間以上活動がない場合、病気で倒れて
いる事等が推定可能である。これらを検出した場合、予め設定された所定の情報端末へ、
この旨を報知することにより、在室者の異常を外部に知らせる事が可能である。すなわち
、本実施例に係る空気調和機の室内機１００は、制御手段１３０は、在室者の位置、又は
、在室者の顔の位置の変化に基づいて在室者の活動量を算出する活動量算出部１３５を有
し、通知モード設定部１６０で外部通知モードが選択されている場合であって、活動量算
出部１３５で算出された在室者の活動量が設定値以上である状態から活動量算出部１３５
で算出された在室者の活動量が設定値以下である状態に変化したときに、外部の情報端末
へ通知する。
【０１０２】
　また、本実施例に係る空気調和機の室内機１００は、被空調室内を撮像する撮像手段１
１０と、制御手段１３０とを備え、制御手段１３０は、在室者の位置、又は、在室者の顔
の位置の変化に基づいて在室者の活動量を算出する活動量算出部１３５と、撮像手段１１
０で撮像された画像から在室者が検出された場合であって、活動量算出部１３５で算出さ
れた在室者の活動量が設定値以下であるときに、外部の情報端末へ通知する外部通知モー
ドを有するようにしてもよい。
【０１０３】
　なお、これらの異常の検出は、撮像手段１１０の性能及び身体認識ソフトウェアの仕様
に合わせて設定することにより、より高度な検出が可能である。
【０１０４】
　図７は、実施例２に係る在室者検出部１３９の検出結果を応用した制御の一例のフロー
チャートである。図７の例では、在室者の見守り機能を設定された場合、異常検出用のプ
ログラムを読み込み、実行する。なお、この時空気調和機の空調は変更せず、通常の空調
運転とこの見守り制御を並列して動作させる方式となっている。この例では、予め使用者
により集計時間を設定しておき、この時間ごとの在室者検出部１３９の活動量を集計し、
活動量が所定の値以下となったとき、この旨を通知する制御である。また、在室者検出部
１３９によって、在室者の転倒などの所定の動作をした事を検出した場合は、即座にこの
旨を通知し、その後一定期間の在室者検出部１３９での検出結果を追って外部の情報端末
へ通知する制御となっている。
【０１０５】
　特に重い持病のある方や、体の悪いご高齢の方などが使用されている場合、同居してい
ない親族などが、前述のように空気調和機からの情報によって異常を確認し易くする事が
できる。特に、急な体調悪化などを起こした場合、空気調和機の在室者検出部の検出結果
は特に顕著に変化する事から、前記制御手段１３０が検出した場合、これを外部の情報端
末へ通知する事で、親族など外部への通知を行う事ができる。
【０１０６】
　これは、例えば一日から数日単位の所定の期間の、空気調和機の運転状況や在室者検出
部の検出結果や移動量算出部１３４、活動量算出部１３５の検出結果を記憶手段１４０に
保持し、制御手段１３０によって新たに取得された同じく空気調和機の運転状況や在室者
検出部の検出結果や移動量算出部１３４、活動量算出部１３５の検出結果と比較を行う事
によって、活動量の変化を検出する事ができる。
【０１０７】
　急病の場合、処置が遅れる事により大事に至る事が知られており、そのためには異常の
早期発見が肝要である。そのため、在室者検出部１３９によって人が倒れたりするなどの
動作を検出可能である場合、この検出結果を即座にこれを通知する制御を追加しても良い
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。また同様に、同居人にこれを報知するため、ブザーを連続的に鳴らすなどの制御を追加
する事も有効である。
【０１０８】
　また近年、老人や重い病気を持つ方の一人暮らしでの、孤独死についての問題が取り沙
汰されている。また一方では、一人暮らしの方の失踪事件や誘拐、殺人など、物騒な事件
も発生しており、本実施例においてはこれらの早期発見に寄与する事が可能である。
【０１０９】
　本実施例に掛る空気調和機においては、所定の期間、前記の在室者検出部によって在室
者が検出されない場合も、同様に外部の情報端末へ通知を行う事で、前述の様な事件の早
期発見に協力する事が可能な構成を実現できる。
【実施例３】
【０１１０】
　図８は実施例３に係る在室者検出部１３９の検出結果を応用した制御の一例のフローチ
ャートである。本実施例に係る空気調和機に於いては、本実施例に係る空気調和機の構成
を利用することにより、例えば留守番中の子供の様子などを、外出先から確認を行うなど
の機能が実現可能である。これは、空調室内の在室者の検出結果を、一定時間おき、また
は情報端末上から要求があった際に、空気調和機から予め設定された情報端末へ送信する
ことにより、実現される。また、新たに在室者を検出した場合や、在室者が室内から一定
時間以上検出されない場合に通知する方式としても良い。また、この場合も同様に、撮像
手段１１０によって取得される画像データから、在室者及び在室者の年齢、性別を推定す
るソフトウェア、または個人を特定するソフトウェアを搭載する場合であっても、同様の
効果を得る事が可能である。
【０１１１】
　この通知機能の一例の制御内容のフローチャートを図８に示す。この例では、見守り機
能が設定された場合、タイマによりカウントを行い、所定の時間おきに在室者検出部１３
９の検出結果を記憶手段に保管し、タイマの値が予め設定されている時間になった場合、
記憶手段に保管されている在室者検出部１３９の検出結果を集計し、外部の情報端末へ送
信した後タイマをリセットし、再び在室者検出部１３９による検出を行う。このように、
一定期間ごとに検出結果を集約し、設定が解除されるまで一定期間置きに外部の情報端末
へ検出結果を送信する構成が実現可能である。
【０１１２】
　これにより、留守番をしている子供の室内での活動の様子や、侵入者や子供の外出等を
親が外出先から確認する事が可能となる。
【実施例４】
【０１１３】
　本実施例に掛る空気調和機においては、ネットワークへの通信可能な空気調和機同士の
情報通信を行い、ネットワークを介して通信を行う事によって連動させる事で、より省エ
ネルギーでかつ快適な空調を提供する事ができる。
【０１１４】
　例えば、インターネットを介してサーバへ接続可能な空気調和機が二台以上、同一の住
宅に設置されている場合、例えばセキュリティコード等を入力する事でインターネット上
のサーバ上で前記の二台以上の空気調和機の情報をリンクさせる。このとき、それぞれの
空気調和機を仮に空気調和機Ａと空気調和機Ｂとすると、サーバ上に送信された、空気調
和機の運転情報や、各空気調和機とインターネットを介して通信可能な外部の情報端末に
関する登録情報などについて、一方の登録情報をもう一方へも情報送信、または空気調和
機Ａ及び空気調和機Ｂの情報を比較し、お互いに不足している情報について共有化を行う
。つまり、例えば、空気調和機が顔から個人を判定する仕様である場合、空気調和機Ａに
個人検出のための登録情報を登録している場合、自動的に空気調和機Ｂにも同様の情報を
インターネット上のサーバを介して送信する事で、空気調和機Ｂへ手動で新たに情報登録
を行う手間を省く事ができる。
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【０１１５】
　また、空気調和機の買い替え等を行った場合に、インターネット上のサーバに登録され
た情報を引き継ぐ事も可能であるため、買い替え時などの空気調和機の交換時に再度設定
等を行う手間を省く事ができる。
【０１１６】
　また、同室内に少なくとも２台以上の空気調和機が設置されている場合において、空調
運転時にネットワークを介して通信を行う事で、連動させて動作させる事が可能となる。
【０１１７】
　例えば、ある空気調和機においてリモコン等により、運転開始の運転開始、停止を含む
運転指令を受けた場合、予め同室に取り付けられている事を登録されている少なくとも１
台以上の空気調和機へ、ネットワーク経由で同様の運転指令を送信し、受信した同室に設
置された空気調和機は、同様の運転行う。これにより、同一の室内に設置された空気調和
機をそれぞれ運転させる煩わしさを取り除く事が可能となる。
【０１１８】
　また、別の例としては、同室内に空気調和機Ａと空気調和機Ｂが設置されていると仮定
する。一般に、本実施例に掛るような室内、室外での熱交換によって空調制御を行う空気
調和機においては、冬季の暖房運転時、室外機２００の熱交換器に霜が付いてしまい熱交
換が阻害されているため、室内と室外との熱交換を一時的に停止し、室外機２００の熱交
換器についた霜を落とすデフロスト運転を行う。この際、室内、室外の熱交換が停止して
いるため、室内側からは空気調和機から温風が出ない状態になってしまい、一時的に室温
が低下して在室者にご迷惑をかける場合がある。同一の室内に空気調和機を二台以上設置
していた場合、二台以上の空気調和機が同時にデフロスト運転に入らない限り、一台の空
気調和機がデフロスト運転を開始した際の室温の低下を検出し、他の空気調和機が暖房出
力を上げる事となるが、実際には他の空気調和機は室温が所定の値低下するまで暖房出力
を上げられないため、どうしても室温が低下する期間が発生してしまう。
【０１１９】
　しかしながら、本実施例に掛る空気調和機においては、お互いにデフロスト運転につい
ての情報をネットワークを介して共有する制御を行う事で、デフロスト運転による室温の
変化を抑える運転を行う事が可能である。例えば、空気調和機Ａがデフロスト運転を開始
する際、空気調和機Ａの制御手段１３０はネットワークを介して空気調和機Ｂに所定の信
号を送信する事で、この信号を受信した空気調和機Ｂは、空気調和機Ａがデフロスト運転
を終了して暖房運転を再開するまでの間、一時的に暖房出力を上げ、空気調和機Ａが停止
している事による室内の気温の低下を補う運転を行う。空気調和機Ａがデフロスト運転を
終了した際は、空気調和機Ｂは暖房出力を通常通りに復帰する。このデフロスト運転終了
時については、デフロスト運転を終了する際に再度他の空気調和機へ信号を送信する構成
としても良いし、デフロスト運転を開始する際にデフロスト運転の時間を信号に付加する
事で通常運転への復帰のタイミングを共有しても良いし、予めデフロスト時間を記憶手段
１４０に保管しておく構成としても良く、空気調和機の仕様に合わせて設定すれば良い。
また、空気調和機Ｂがデフロスト運転を行う際、または３台以上の空気調和機を併用して
いる場合でも同様である。
【０１２０】
　さらに、例えば前記の外部の情報端末などによって、空調室内の間取りや少なくとも二
台以上の空気調和機の配置等を登録する制御を行う事で、一方がデフロスト運転を開始し
た際、他方の空気調和機はデフロスト運転を行っている空気調和機の設置されている方向
へ温風をスイングする制御を行う事で、デフロスト運転時の室内の温度むらを解消し、室
内の快適性を保つ空調制御を実現できる。
【０１２１】
　また、室温の安定時など、空調負荷が軽く、室内に設置された空気調和機全台を運転さ
せると空調が過剰となってしまう場合、空調負荷及び、各々の空気調和機で検出される在
室者の位置についてネットワークを介して通信を行い、冷房、暖房、または除湿運転など
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の運転を行う空気調和機と、サーキュレータの様に空気を循環させるために室内外の熱交
換を行わずに、送風のみを行う、または運転を停止する空気調和機との切り分けを行い、
各々の空気調和機が室内環境に応じて別々の運転モードで動作する構成としても良い。特
に、一般に空気調和機を複数設置する必要があるような室内の場合、空気調和機一台だけ
では室内全体の空気の循環を行うのが難しいため、冷房、暖房、除湿等の運転を全台数の
空気調和機で行う必要がない状況においては、前述の通り送風運転を行う事により、室内
全体の空気を循環させる事によって、室内の快適性を保ちつつ省エネルギーを図る事がで
きる。
【０１２２】
　また、同一室内に複数の本実施例に掛る空気調和機が設置されている場合、在室者検出
部の情報を共有する事で、さらに正確に室内の環境を把握してきめ細かい制御を実現する
事が可能となる。つまり、例えば複数台の空気調和機に備える前記在室者検出部１３９に
よって検出される、それぞれの空気調和機から見た在室者の方向と距離と、それぞれの空
気調和機の設定されている位置関係から、空調室内での在室者の位置の照合を行う。これ
により、一方の空気調和機からは死角となる場所にいる在室者の検出、または誤検出のリ
ダクションなどを行う事ができるだけでなく、空気調和機からの距離などもより正確に検
出する事が可能となる。
【０１２３】
　また、例えば少なくとも一人以上の在室者が空調室内の一方へ偏っている事が検出され
た場合、検出される在室者の活動範囲に応じて、少なくとも一人以上の在室者からより離
れている方に設置されている空気調和機の出力を抑える事により、在室者の快適性を損な
う事なく、不要な電力消費を抑える事が可能である。
【０１２４】
　同様に、別室に取り付けられた空気調和機同士で通信を行うことで、さらに利便性の高
い制御を実現可能である。これは別室にそれぞれ取りつけられた空気調和機間で通信を行
うことで、それぞれの在室者検出部１３９、制御手段１３０についての情報を共有する。
【０１２５】
　これにより、在室者が他の部屋に移動するのをすることで、他の部屋の空気調和機へ空
調運転の補正値を送信し、在室者の移動先でも在室者に合わせた空調運転を実現できる。
また、空調運転以外でも、先に示す様な、在室者検出部１３９を利用した各種の見守り機
能等についても、連動させて動作させる事で、より精度の高い見守り機能を追加可能であ
る。
【０１２６】
　以上の通り、本発明に掛る空気調和機においては、多岐に渡る快適制御を実現する事が
可能である。本実施例においては、一般家庭用の壁掛け式の空気調和機を例に挙げて記載
しているが、実際には天井埋め込み式の空気調和機や、ＢＭＳについて適用した場合であ
っても、同様の効果が得られる事は言うまでもない。
【０１２７】
　また、本実施例では、ビル用空調機を始めとする複数台の空気調和機がネットワークを
介して制御用サーバに接続される構成であっても、同様の効果を得る事が可能である。
【符号の説明】
【０１２８】
１００　室内機
１１０　撮像手段
１２０　Ａ／Ｄ変換器
１３０　制御手段
１３１　人体検出部
１３２　顔検出部
１３３　個人検出部
１３４　移動量算出部
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１３５　活動量算出部
１３６　駆動制御部
１３７　ネットワーク通信部
１３８　無線通信手段
１３９　在室者検出部
１４０　記憶手段
１６０　通知モード設定部
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